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アセットマネジメント（AM)において,インフラ資産の価値（費用）評価は，①資産価値維持の適正性把

握，②維持修繕投資額の見積，③資産更新投資のベンチマークなど多様な利用目的がある．資産価値評価

の方法論や手法の開発について，既に我が国でも事例が増加しつつあるものの，欧米諸国においては会

計・資産評価の基準と AM システムにおける会計情報の整合について指針等も提案され，数多くの実務シ

ステムが開発されつつある．本研究ではこうした状況を踏まえ，インフラ資産評価の方法論や基準につい

て，米，英，豪３か国および我が国の会計ルールを整理し，情報作成の難易度や意思決定への有用性など

の観点から比較を行う．これらの比較検証を通じて，今後のインフラ資産価値評価の課題と改善の方向を

明らかにする．
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1. はじめに

我が国のインフラ保有する自治体や公益企業は，限ら

れた資金の制約のなかで，現在および将来の世代のイン

フラストラクチャ資産を維持，改善，および更新すると

いう困難な課題に直面している．インフラ資産は耐用年

数が長いため，健全な資産管理には長期的なアプローチ

が必要である．資産の状態を適切に維持することは，長

期的な資産管理戦略に結びついた適切な財務（資金）計

画によって支援される．包括的なアセットマネジメント

計画は，リスクの所在とその対処を含め，資産のパフォ

ーマンスとコストのバランスのもとで，望ましい維持更

新戦略を明らかにすることが求められている． この計

画では，期間中の資産の更新，保存，および保守に毎年

必要な投資額に対応して，資産の目標とするパフォーマ

ンスと条件にリンクして関連する財務計画のなかで，予

測される資金ギャップを明示化しなくてはならない．ま

また財務計画は，組織の財務状態を示し，計画期間中の

財務ニーズを関係者に示すことができる．このため財務

計画の戦略は，資産の健全性，パフォーマンス，および

状態を維持するために長期にわたって実行する必要のあ

るアクションを財務面から簡潔に表すことになる．財務

計画と維持更新の計画を結びつける重要な情報は資産価

値とその評価である． 

資産価値とは文字通り対象となるインフラ資産の価値

を金銭的にあわらしたものであるが，この資産価値は 

①資産価値維持の適正性把握， 

②維持修繕投資額の見積， 

③資産更新投資のベンチマーク 

などに関して利用されている．資産価値維持の適正性把

握とは，アセットマネジメント活動により，対象となる

舗装や橋梁，上下水道といったインフラ資産が，関係者

（利用者，納税者，資金提供者，政策担当者など）から

みて適正な価値として維持されているか，を判断すると

いうものである．また資産価値は，資産の劣化に対する

予防的修繕を行い，資産価値を維持するために必要とな

る，日常的な修繕投資費用の見積にも活用できる．さら

に更新投資に関しては，同一機能のインフラ資産を将来

時点で更新する際，必要となる投資額の見積の基準額を

把握するという役割を果たす． 

 資産価値の評価は，こうした目的以外にも様々な場面

で活用されているが，近年アセットマネジメントの先進

国といわれる米・英・豪の各国において，アセットマネ

ジメントの技術的な評価・予測・計画と財務（資金）情

報としての会計上の資産価値とが連携して，計画と管理

のための情報として活用されつつある．我が国でもアセ

ットマネジメントの実務は各分野で研究・実務両面で進

んでおり，一方で会計情報の作成・活用に関しても新た

な基準適用が進められつつある．本稿ではこうした背景

を踏まえ，資産評価に関する各国の会計ルールを比較し，
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我が国への適用可能性に関する課題と展望を明らかにす

る． 

以下，2.では資産価値と評価の方法に関する基本的考

え方を述べる．3.では，各国の会計基準等における資産

評価の特徴に関し比較を行う．4.ではアセットマネジメ

ントとの関連において各国の会計ルールから得られた課

題を整理する． 

2．インフラ資産価値 

（1）インフラ資産の価値１） 

 固定資産のバランスシート計上額は，その資産の評価

額により決定される. バランスシートには次年度繰越額

(年度末バランスシート計上額)が算定され, 資産評価額

(または年初バランスシート価額)との差額が費用(行政

コスト)として計上される. この際，注意すべきことと

して，1つの資産に対して, 必ずしも1つの評価額が対

応するわけではない. 目的に応じて様々な評価額を用い

ることができるという点である．資産評価額の概念とし

て, 実務上の観点から利用されるものとして，①取得原

価(取得時に支払われた現金または現金同等物, あるい

は取得するために提供した対価の公正価値), ②再構築

価額(保有している資産を測定日で再取得した場合に支

払われる現金または現金同等物), ③評価減した再構築

価額（現時点の資産状態をもとに評価減した再構築価額）

④割引現在価値(通常の事業活動の過程で期待される将

来キャッシュ・フローの割引現在価値), ⑤正味実現可

能価額(現時点での通常の売却によって獲得できる現金

または現金同等物，いわゆる公正価値)の５つがある. 

インフラ資産の場合, 行政サービス提供能力を適切に

バランスシートに反映させることが重要であり, その面

からは再調達価額を採用することが望ましい. 一方, 費

用(行政コスト)計算の正確性を重視し, 異なる会計主体

間の比較可能性および客観性・検証可能性を追及するの

であれば, 取得原価が望ましい. なお，多くのインフラ

資産は営利事業に供せられていないため, 割引現在価値, 

正味実現可能価額の採用は困難である. 

いま取得原価，再調達価額の特徴を整理すると表-１

のようになる．企業会計では商法上の要請もあり, 取得

原価を採用している. 再調達価額と取得原価のいずれが

望ましいかは, 会計目的や情報の利用可能性，さらには

評価額作成のために用いる情報の入手可能性に依存する.

表‐2 には，取得原価，再構築価額，評価減した再構築

価額について，評価のために必要となる情報を整理する． 

(2)価値の減少の認識と評価 

 固定資産は, その利用者に求められる役務を長期間に

わたって提供しながら,時間の経過とともにその価値が

次第に減少する. 企業会計においては，固定資産の評価

額をその取得した年度または除却した年度だけの費用と

するのは合理的ではない. 固定資産の評価額を使用可能

な各年度に配分することが必要となる. 固定資産の評価

額を, 使用できる各期間に一定の計画に基づいて規則的

に費用として配分するとともに, その額だけ資産の繰越

価額を減じていく会計上の手続を減価償却という. すな

わち,減価償却とは費用配分の原則に基づいて有形固定

資産の取得原価をその耐用期間における各年度に配分す

ることをいう. 一般に, 減価しない資産(土地, 絵画・骨

董品などの文化資産等)については減価償却を行わない. 

このような資産は非償却資産と呼ばれる. 減価償却を行

う資産は減価償却資産と呼ばれる. 通常，減価償却を行

うにあたっては, 1)固定資産の当初取得時の評価額, 2)

耐用年数, 3)残存価額の3つの要素が必要となる. この

うち, 1)については, 必ずしも取得原価を基礎としなけ

ればならないわけでなく, 再調達価額を基礎とすること

も可能である. 耐用年数は, 当該固定資産の使用可能期 

表-1 資産評価方法と特徴 
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間である. 減価償却の手続は，固定資産の当初取得時の

評価額から残存価額を差引いた額を，耐用年数の期間で

規則的に配分し各年度の費用とすることになる.減価償

却の手続によって得られる資産の次年度繰越額(年度末

バランスシート計上額)は, 必ずしも当該資産の価値を

表すものではなく, 翌年度以降に費用として処理される

べき金額を意味する. 実際, 企業会計では客観性・検証

可能性の確保および適正な期間損益計算が重視されるた

め, 取得原価を基礎とし, 減価償却の手続を行って, 次

年度繰越額(年度末バランスシート計上額)が決定される. 

この場合の次年度繰越額(年度末バランスシート計上額)

の意味は, 「翌年度以降の収益に対応すべく翌年度以降

に費用となるべき金額」であって, 必ずしもバランスシ

ート日時点での当該資産の売却価値や再調達原価を表す

ものではない. 規則性が要求される理由は, 恣意性の排

除にある. すなわち, 利益に及ぼす影響を考慮して減価

償却費を任意に増減すれば, 損益計算を歪める危険性が

ある. なお, 固定資産の価値を毎年度末に評価し, 年初

バランスシート価額と年度末評価額の差額を価値の減少

とみなして費用として計上するという考え方もある. こ

の過程は資産の「再評価」であって,減価償却の手続で

はない. 

(3)インフラ資産に関する減価償却の問題 

 インフラ資産に減価償却を適用する必要があるかどう

か(インフラ資産が減価償却資産に該当するかどうか)に

関しては会計学上賛否両論があり決着がついていない.  

非減価償却資産と主張する理由は, インフラ資産は, 

適切な維持補修によって無限の耐用年数をもつことが可

能であり（実用上，超長期間の供用期間を想定できる）, 

減価償却計算は不要であるという考え方による. インフ

ラ資産に適切な維持補修が実施されていれば, インフラ 

は常に良好で安全な状態に維持され, 価値の減少は発生

しない. インフラ資産の価値を保つために必要な維持補

修費が費用(行政コスト)として計上される. さらに, 実

際に支出した維持補修費がインフラ資産のサービス水準

を維持するために必要となる維持補修費よりも少ない場

合には, 維持補修引当金(資産の減額)が計上される.こ

のようにインフラ資産の耐用年数が有限であっても, 実

際の耐用年数が超長期(例えば 100 年超)にわたる場合も

少なくない. さらに,その資産は複雑, 多岐な構造コン

ポーネントから成り立っているため,実際の耐用年数を

正確に見積もることは困難な場合も多い. したがって, 

正確でない耐用年数を用いて緻密な減価償却を行っても

正確な費用配分は行えず, その結果得られる会計情報の

意義は損なわれると主張する. 

一方, 減価償却が必要であるという見解も存在する.

インフラ資産は適切な維持補修によって耐用年数が延び

るとしても, その耐用年数は有限であり, 資産年数に限

りがあるとすれば, 減価償却を計上すべきという考え方

である. すなわち, インフラ資産も反復的な使用や時間

の経過とともに使用価値（サービス提供能力）は減価し

ており, 当初の資産評価額についての減価償却は必要と

なるという考え方である. また, 資産の維持, サービス

提供能力の確保, 運用成果を評価するためには費用情報

が必要であり, その提供のために, 費用(行政コスト)と

して減価償却すべきであるという意見もある. 例えば, 

全ての資産が平均的に維持補修され, 仮に50%の価値(あ

るいは行政サービス提供能力)が維持されていると考え

れば, 残存価額を50%として償却することが必要となる. 

インフラ資産のような複雑・多岐な要素からなる資産

については, 一般的な減価償却では, 正確な費用配分が

できない. インフラ資産の減価償却は, 使用期間におけ

るサービス提供能力の減少を反映したものでなければな
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表‐2 資産評価と必要な情報 
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らない. どのような減価償却の方法が望ましいかは会計

目的やインフラのタイプと特性に依存するが, 費用管理

を合理的に行うことを目的とする場合には, 例えば, 減

価償却費と維持補修引当金を組み合わせた方法を採用す

るのが妥当であろう. 後に 3.で見るように，現在各国の

会計ルールでは，インフラ資産に関しては，その会計目

的や対象資産の特性に応じて，減価償却の適用ないし非

適用の選択が可能となるよう，制度が整備されつつある． 

(4)減価償却と投資資金回収（世代間の負担） 

 インフラ資産を，その機能を維持したまま，将来世代

に引き渡すべきものとの政策を採用するのであれば，減

価償却後再調達価額による評価が望ましいといえる．こ

の場合，再調達価額をもとにした減価償却費に見合う料

金の徴収や何らかの財源措置が可能ならば，その各世代

が世代間負担の公平の観点から適切な負担をしているこ

とになる．例として，定期的な再評価を行い，旧評価額

と新評価額との差額を資本に関する勘定の変動としつつ，

再調達価額を基礎に減価償却を行えば，取得価額相当分

が減価償却累計額に計上されるほか，評価差額相当分も

減価償却累計額に計上される．この手法を採用した場合

に減価償却終了時点では，会計的にみるとインフラの取

替更新に必要な資金が全額確保されることになる． 

一方，将来世代の当該インフラ資産からのサービス享

受は，将来世代の決定によるものであり，現在世代は関

与しない（すべきでない）との考え方を採用するのであ

れば，取得原価による評価が望ましいといえる．当初建

設資金の負担をし，将来世代に負担を残さなければ十分

だからである．これは，取得原価から生ずる減価償却見

合いの料金徴収あるいは別の財源措置で当初建設資金の

負担を行い，現在世代で当該インフラ資産のサービス提

供および便益享受の関係をいったん完結させるという判

断を意味する．  

このようにインフラ資産の評価方法については，①そ

のサービス提供機能を維持したまま将来世代に引き渡す

べきものであるという立場と，②将来世代のサービス享

受について現在世代は関与しない（すべきでない）とい

う立場がある．これらインフラに対する現役世代の２つ

の立場の違いにより，各々会計ルールと投資資金の回収

ロジックも異なってくることになる．  

 例えば，人口減の続く地域においては，将来の取替更

新に必要な資金を（会計組織の単位としての）当該地域

内のみの財源で確保していくことが求められるのかどう

か，インフラ資産の規模を現状と同一の条件で維持する

かどうか，といった政策課題に対応して，資産評価に観

点からも議論すべき様々な課題が提起される．ただし，

いずれの立場を採るにしても，他の立場からの財務情報

（取得原価による評価であれば，減価償却後再調達価額

であり，減価償却後再調達価額による評価であれば，取

得原価である．）は公会計の利用者にとって有用である．

実用的には注記等の形で情報開示を適切に行うことが望

ましい． 

3. 資産評価の国際比較

 もともと会計ルールは，企業や政府の保有する資産の

状態を把握・計測・開示し，組織の適切なマネジメント

活動を支援・監視するためのツールとして整備・改良が

なされてきた．近年では特に政府保有インフラ資産の扱

いについて，財務と技術の両面でマネジメント情報とし

ての活用に関し相互連携が進み，各国で様々なルールが

制定されている．以下ではアセットマネジメントの研究

や実務が進む先進国のうち，米，英，豪の各国について，

インフラ資産に関する会計基準等を，わが国のそれと比

較を行う．  

(1) 日本1  公会計原則（試案）2)

日本公認会計士協会が作成した，公的部門に関する会

計基準であり，国際公会計連盟の公会計原則

(IPSAS:Interbnational Public Sector Acounting Standard)

を日本向けに改良した内容を持つ会計基準である．この

基準は試案という形で試行的に作成されたものであり，

現在，自治体等において実務上で適用されているもので

はないものの，インフラ資産管理に対しては他国の会計

ルールと比較しても遜色無い考え方とルールの先進性を

有している． 

① 評価基準：再調達価額

インフラ資産のような長期使用資産については，再調

達価額などの時価を付すことによって，将来の当該資産

の取替更新に要する資金需要に関する情報を提供できる．

また当該インフラ資産のサービス提供能力の減少は，時

価をベースにした取替更新費によって計上することが可

能となるため，インフラ資産の再調達価額などの時価評

価額は，取得原価よりも財務報告の利用者の意思決定に

とって有用な情報とする． 

② 会計処理：更新会計，維持補修会計

インフラ資産については，そのサービス提供能力の

減少過程のプロファイルが多様であり，一律に見積使用

可能期間を定めることは極めて困難である．このため，

減価償却に代わる方法として，時価をベースにした再調

達価額の期首と期末の差額を取替更新費の見積額として

計上する方法（更新会計 Renewal Accounting）によるも

のとする．  

更新会計とは，ネットワークを構成するインフラ資産

等の耐用年数（見積使用可能期間）を正確に見積もるこ

とが不可能であるため，合理的計算によって見積もった
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取替更新期間にかかる再調達価額の増差額に基づいて減

価償却費に代わる取替更新費を各会計年度に費用計上す

る方法であり，不確実な見積使用可能期間を想定するよ

りも適切なサービス提供能力の減少の測定が可能になる． 

 この場合，インフラ資産としては当初の取得価額の

ままバランスシートに計上しておき，そのサービス提供

能力の減少を表す再調達価額の増差額に基づく取替更新

費累計額をバランスシートの貸方（負債側）に独立して

記載する．すなわち，将来の取替更新費として，バラン

スシート日現在で考えられる将来の取替更新費見積額の

最良の近似値としてバランスシート日現在における当該

インフラ資産の再調達価額を用いる，とされている．  

なお，実際に支出した維持補修費用が当該インフラ資

産の現在の活動水準を維持するためのあるべき維持補修

費用よりも少ない場合には，維持補修引当金を計上しな

ければならない，として繰延維持補修費の計上を認めて

いる． 

(2) 日本 2 統一的な基準に基づく新地方公会計（総務

省）3)

総務省により策定された会計基準，現在我が国の自治

体は，全てこのルールによりバランスシート等財務諸表

を作成・開示している．インフラ管理に関する特徴的な

点として，固定資産台帳整備を含め，全国統一のルール

整備と適用を図ったこと，およびその解釈に一定の制約

があるものの「インフラ施設の老朽化比率」や「更新費

用手当率」など，財務会計ベースの資産価値や減価償却

費などのデータを用いてインフラ資産の更新に対する自

治体住民に対する情報提供の指針等を提示していること

があげられる． 

①評価基準：取得原価・再調達価額 

インフラ資産のバランスシート開始時簿価について過

去の建設費等の取得原価が判明しているものは，原則と

して取得原価とし，取得原価が不明なものは，再調達原

価を採用する（償却資産は，当該価額から減価償却累計

額を控除した価額を計上）． 

②資産の劣化，能力増強と償却 

償却資産については，毎会計年度減価償却を行う， 

・減価償却は，種類の区分ごとに定額法による．

・個別資産の取得価額，取得年，減価償却額などを記載

した「固定資産台帳」の作成の義務化．

・取替法（同等の機能を有する資産の取替に際し，資産

価額は変化なし）については，当面は適用しないが，

既に取替法を適用している地方公共団体が今後も取扱

日本 米国 英国 豪州 

会計基準名 
公会計原則 

（試案） 

新地方公会計

（総務省） 
FASAB GASB 

交通インフラ資産

の実務指針 
AIFMM 

資産評価方法 再調達原価 取得原価 取得原価 取得原価 再調達原価 公正価値 

アセットマネ

ジメントに関

連する会計処

理の考え方

再調達原価の期

首と期末の差額

を取替更新費の

見積額として

（減価償却に代

わる方法とし

て）計上 

実際に支出した

維持修繕費用

が，あるべき維

持修繕費用より

も少ない場合に

は，維持修繕引

当金を計上 

減価償却は，種

類の区分ごとに

定額法による 

取替法について

は，当面は適用

しないが，既に

取替法を適用し

ている地方公共

団体が今後も取

扱いを継続する

ことを妨げない 

資産の長寿命化

対策と耐用年数

との関係につい

ては，今後の検

討課題 

「固定資産台

帳」作成の義務

化 

修正アプローチ

においては，減

価償却は行われ

ていない 

維持修繕費につ

いて，実施され

ない場合，繰延

維持費を必須補

足情報として開

示 

予定された維

持，保存費用

と，実際支出金

額との比較を過

去５年分行う 

修正アプローチ

適用外の資産は

通常の減価償却 

超長期資産なら

びに修正アプロ

ーチ対象資産で

は減価橋脚しな

い 

修正アプローチ

では，資産状態

調査やメンテナ

ンス費用などの

見積，各種実績

記録など厳格な

適用要件がある

予定された修繕

等が実施されな

かった場合に

は，繰延維持費

を必須補足情報

として示す 

会計士協会と道路

協会の共同作業に

より会計とアセッ

トマネジメントの

概念・用語の相違

点を踏まえ，その

整合に尽力 

年次では，物価変

動，スキームの変

更，ネットワーク

のキャパシティ，

管理義務の委譲な

どをかんがみて評

価を調整する 

更新支出とネット

ワークの消耗実績

との間に重要な差

異がある場合は，

資産の繰越額を調

整する 

基本的に定額法な

いし定率法による

減価償却を採用す

るが，資産の劣化

状態の調査に基づ

き多様な償却方法

の適用も可能 

償却方法は，資産

の劣化あるいはサ

ービス提供能力の

将来パタ－ンを最

良に反映するもの

を選ぶ 

表‐3 インフラ資産の評価に関する各国の会計基準等 
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いを継続することを妨げない． 

・近年実施例が増加する資産の長寿命化対策と耐用年数

との関係については，今後の検討課題である．

(3) 米国１ （FASAB）4)

連邦が保有する資産を対象とする会計基準制定団体で

あるFASAB(Federal Accounting Standard Advisory Board)

による規定では， インフラ資産の会計処理を次のとお

りとしている． 

① 評価基準：取得原価評価

一般有形固定資産は，全て資産として認識され取得価

額で評価する．時価評価は，コストがかかり，操作が介

入することから適用することが困難であると考え，原価

評価とする． 

② 減耗の認識：減価償却実施

一般有形固定資産は，非償却資産の土地を除き，減価

償却により費用計上する． 維持補修費に関して，予定

されていた修繕等を実施しなかった場合には，維持補修

費を繰り延べ，繰延維持費（Deferred Maintenance）と

して補足情報に示される．すなわち，「繰延維持費」と

は，政府が所有する財産について，適時に修繕等を実施

しなかった結果として生じる，利用可能な状況にするた

めに必要な費用（見込み）のことである．資産のサービ

ス提供能力の拡大や，当初の目的とは異なる目的に合わ

せた価値増加にかかる費用は，繰延維持費には含まれな

い． 繰延維持費の見積りは，状況評価調査およびライ

フサイクルコストの予測によって算定される．   

(4) 米国2（GASBステートメントNo.34）5)

GASB は米国の地方政府を対象とする会計基準制定団体

である，そのレポート No.34 では，米国で初めてインフ

ラ資産を対象とした会計処理に関する指針を示している．

その中でも特に，修正アプローチというインフラ管理計

画の策定・管理活動を会計面から支援し開示する基準を

提案していることが特徴的である． 

① 評価基準：固定資産は取得価額で報告 

固定資産の取得価額には，資産化利息（資産取得に係

る利息）や，設置場所に移動するための費用および資産

を使用可能な状態にするためなどの付随費用も含まれる．

固定資産は見積耐用年数にわたり償却され，純資産報告

書の中で，償却累計額を控除した形で報告される．ただ

し，超長期的な資産，あるいは下記の修正アプローチ

（modified Approach）が適用されたインフラ資産は償却

しない．政府が多額の償却されない土地やインフラ資産

を所有している場合には，別途表示する．なお，修正ア

プローチが適用されないインフラ資産は減価償却が行わ

れ，純資産報告書の中で，償却累計額を控除した形で報

告される． 

② 修正アプローチ適用要件： 政府は次の資産管理シス

テムを使用し，適格なインフラ資産を管理している．

・ インフラ資産の最新のリスト

・ インフラ資産の状況評価を行い，結果を記述

・ インフラ資産について，あらかじめ計画・開示され

た状態に保ち，維持するための年間の維持費，保

存費の見積り

・ インフラ資産があらかじめ計画・開示された状態

（またはそれ以上の状態）で整備されていることの

文書化

・ インフラ資産が要件を満たしており，償却されてい

ない場合，資産にかかる支出は全て発生した期間に

費用計上される（追加および改善は除く）

修正アプローチを適用する場合は，計画の進捗状況につ

いて（実績との差異，今後の計画等）を定期的に開示す

る義務がある． 

(5) 英国（交通インフラ資産の実務指針）6)

英国会計士協会と地方道路協会(UK Roads Liaison

Group)との共同作業により, 物的資産管理と財務管理の

意思決定に共通の価値を生み出すことを目的として，舗

装管理システムと橋梁管理システムとの調整を行い財務

管理と資産評価のガイドラインを策定したものである．

この共同作業により，会計とアセットマネジメントにお

けるそれぞれの概念や用語の類似点・相違点を踏まえ，

両者が情報を相互に利用しやすい基準作りを行っている． 

① 評価基準

インフラ資産は時価主義で評価し，道路ネットワーク

は，その全体の状態を反映する減価償却後の，現在取替

原価で評価されるべきである．初度調査および状態評価

の後は，年次状態調査に基づいて更新会計の亜種を適用

し，これが減価を概算する手法として使用される．ネッ

トワークの全体評価は少なくとも５年ごとに行われなけ

ればならない．次の全体評価までの途中の年度では，ネ

ットワークの評価は次の事項を反映するように調整され

るべきである．  

・ 適切な公表指標を使用する価格変動

・ 新しい工法（スキーム）にかかるあらゆる支出や，

ネットワーク量を増加させる高騰

・ 管理権限の委譲（政府から地方へ等）

② 減耗の認識

更新支出は「オペレーティング費用の計算書」に減価

償却費の代用として計上される．年次の状態評価は，年

度内の消耗実績を推測することを目的とし，ネットワー

ク全体の状態を決定するために行われる．状態調査の結

果，ネットワークが前回の調査以来安定した状態を維持

していることが明らかになった場合，更新支出は減価償

却費の代用として使用することができる． 
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なお長寿命化や資産のサービスレベルを向上させる支

出は全て資本化投資として資産価値を向上させる．  

(6）豪州（AIFMM）7) 

AIFMM(Australian Infrastructure Financial Management 

Manual)とは，豪州の会計団体およびアセットマネジメ

ントコンサルタント団体が共同で作成した，アセットマ

ネジメントに関する包括的な財務管理のマニュアルであ

り，IIMM(International Infrastructure Management Man-

ual)というアセットマネジメントに関するマニュアルと

一体となって，適切なアセットマネジメント活動を支援

する指針として整備されたものである． 

①評価基準 

豪州の会計基準では，インフラ資産について取得原価

ではなく，資産の「公正価値」を報告するよう求めてい

る.ここで公正価値とは，「市場参加者間の秩序ある取

引において資産を売却するために受け取るであろう価格」

として定義される．公正価値を見積もる際，組織は資産

の状態や場所などの資産の特性を考慮している．このこ

とは過去の建設費のみに焦点を当てている GASB34 など

とは大きく異なっている．また，公有の道路資産などの

主要な市場がない場合，公正価値測定は資産が最も有利

な市場で売却される可能性があると想定していると述べ

ており，会計基準の中でインフラ資産と政策との関連を

明示的に考慮していることが特徴的である．インフラス

トラクチャなどの非金融資産の場合，基準では，公正価

値は，資産を最有効使用することによって経済的利益を

生み出す市場参加者の能力を考慮に入れるべきであると

述べており，経済的利益には資産の残りの勤続年数が含

まれる可能性があるため，この規定により，資産の状態

をその価値に織り込むことができる． 

②減耗の認識 

基本的に定額法ないし定率法による減価償却を採用す

るが，資産の劣化状態の調査に基づき多様な償却方法の

適用も可能としている． 

・定額法‐資産の耐用年数を通して消費が一定の場合に

適用

・定率法‐初期の消費が多く後が少ない場合に適用

・アウトプット/サ－ビスベ－ス法‐耐用年数の終盤に

消費が増加/減少する場合に適用

・生産高比例法‐アウトプット/サ－ビスによって消費

が変動する場合に適用

償却方法は，以下の条件を考慮して，資産の劣化あるい

はサービス提供能力の将来パタ－ンを最良に反映するも

のを選ぶ． 

・資産の将来経済利益の消費を測るための実体の情報を

持ち合わせていること

・選ばれた減価償却法が正しいことを立証できる情報を

持ち合わせていること 

・資産価値，減価償却費用の誤差の許容範囲，資産価値

や減価償却費用の見積精度が専門的に判断できること

・より精密な情報を得るためにかかる費用と，その情報

を得たことで得られる利益のバランスを取ること

4．アセットマネジメントから見た会計ルール適用

への課題 

各国会計基準等の比較から以下の課題をあげることがで

きる． 

(1) 会計の利用目的と資産評価ルールの整合

アセットマネジメントにおける会計情報活用の目的は，

・保有する資産価値の最大化

・補修する資産の提供するサービスを維持するための維

持更新コストの最適マネジメント

・利害関係者に対する情報提供

などが想定される． 

 資産価値の最大化に対しては，民間企業であれば企業

価値や事業価値として把握される価値を対象として，原

則，毎期の利益の最大化を図るという経営戦略の基づく

資産管理（活用）がその対象となる．また，公的部門の

保有するインフラ資産管理に関しては，資産が提供する

サービス水準を維持するために必要とされる資産管理費

用（維持更新費用）をライフサイクルコストとして予

測・計画し，維持管理活動の計画と実績を会計情報とし

て把握することで，資産管理マネジメント活動に役立て

るということになる．さらに利害関係者への情報提供と

いう観点では，必要なアセットマネジメント活動を限ら

れた資金のもとで最適に実施できる（実施した）という

説明情報の開示に役立てることになる． 

 それぞれの目的に応じて，取得原価や再調達価額，評

価減された再調達価額などを資産評価と償却方法ならび

にその表記事項を使い分けることが望ましい． 

(2)維持更新活動と減価償却ルールの適用 

インフラ資産はそれぞれの資産が置かれた多様な使用

環境や経歴に応じて，物理的あるいは機能的な劣化過程

と資産価値に与える影響が異なると考えるのが妥当であ

る．通常のアセットマネジメントでは，資産状態の検査，

劣化予測，維持修繕計画の策定，実施，モニタリングと

いう一連の活動が継続的に実施することで，こうした物

理的・機能的劣化に対応した資産の状態把握や対策を具

体的に把握することが出来る．また自治体固有の事情に

よる年度予算の制約や災害の発生など臨時緊急支出に優

先され，当初計画したアセットマネジメント計画の実施

に支障をきたす事態がしばしば発生する．こうした不確
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実な状況に晒される維持更新活動を，繰延補修会計法や

修正アプローチの適用で会計情報として財務情報として

記録しておくことにより，財政当局や議会，住民ら利害

関係者への定期的・安定的な状況報告と注意喚起を行う

ことがきる． 

(3)我が国のアセットマネジメントへの適用に向けて 

英国，豪州の会計ルールはインフラ資産の管理と会計

ルールを可能な限り整合させるべく努力を積み重ねてお

り，会計ルール自体も過去か何度かインフラ資産の扱い

を中心として改正されている．一方わが国では依然自治

体のアセットマネジメントと会計（財務）実務は直接の

連動するルールは存在しない．総務省の会計指針も，平

成２８年に初版が策定されて以来，頻繁に改定されてお

り，その中でもインフラに関する資産評価やその扱い

（維持修繕支出，長寿命化投資など）に関するルールの

見直しが徐々に進みつつあるのが現状である．当面は各

国の会計ルールの中でアセットマネマネジメントシステ

ムと整合性の高いルールを適用した「管理会計」システ

ムとして，情報の作成や報告・開示システムの構築と活

用を図り，中長期的には英・豪など自治体全体を対象と

した「財務会計」ルールの改善に向けて，試行的に情報

提供を目指すことが現実的なアプローチである． 

5. おわりに

 インフラ資産のアセットマネジメントでは，資産価値

の評価を静態的に捉えるのではなく，どのようにして対

象となる資産の価値を維持あるいは増大させることがで

きるか，時間軸を通じて動態的に捉えていく，という視

点で考えていく必要がある．資産のサービス水準を適切

に維持しつつ，投入される限られた経営資源を有効に利

用するために，アセットマネジメントシステムと会計シ

ステムの果たす役割は大きい． 

 現在アセットマネジメントで用いられるライフサイク

ルコスト評価では，現時点から将来にわたる費用の流列

を対象とし，期間を通じてさまざまな劣化原因に対抗し

て資産価値（＝サービス水準）を維持するために，必要

な対策のコストを予測，評価していることなる．言い換

えれば，わが国の現行の会計システムの中で考えても，

適切な資産計上を怠ることなければ，対象資産の価値変

動を（その価値を変化させないことを含め）「事後的」

に金銭情報として一元的に把握・評価・開示している．

しかしながら，現行ルールである取得原価ベースの資産

評価と定額法による資産価値減耗では，その情報の役割

は極めて限定的であり，アセットマネネジメント計画と

の関連は無い． 

 3.で見たように，諸外国ではこうした会計の役割をイ

ンフラ資産管理とできるだけ整合するようルール自体の

改善を進めている．我が国においても，アセットマネジ

メントの技術面の高度化のみならず，アセットマネジメ

ント専門家と会計（財務）専門家との共同作業など，新

たなルール構築に対する更なる進展が期待されている． 
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